
議案第４７号

向日市民体育館空気調和設備工事（向日市歴史文化交流拠点

整備事業）請負契約の締結について

向日市民体育館空気調和設備工事（向日市歴史文化交流拠点整備

事業）請負契約を次のとおり締結する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分

に関する条例（昭和３９年条例第１２号）第２条の規定により、議

会の議決を求める。

平成２７年８月１０日提出

向日市長 安 田 守



１ 契 約 の 目 的 向日市民体育館空気調和設備工事（向日市歴

史文化交流拠点整備事業）

２ 入 札 の 方 法 制限付き一般競争入札

３ 契 約 の 金 額 １７４，０５０，６４０円

４ 契約の相手方 須賀・小林特定建設工事共同企業体

代表者 京都市下京区四条通柳馬場西入立売

中之町９９番地

須賀工業株式会社 京都支店

執行役員支店長 亀谷 裕



〈参 考〉

１ 工事内容

(1) 所 在 地 向日市森本町小柳２３番地の１

向日市民体育館

(2) 工事の概要

空気調和設備設置工事

ガス式ビルマルチ型空気調和設備

ロビー、大体育室及び小体育室

２ 工事完了予定 平成２８年２月末日


